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１ 出席者  

 (1) 委員１７人   

   天野委員   （函館保育協会） 

池田委員   （函館大妻高等学校） 

石坂委員   （函館市医師会） 

川村おさむ委員（函館市私立幼稚園協会） 

木村委員   （函館市社会福祉協議会） 

髙野委員   （函館市ファミリ－・サポート・センター） 

髙橋委員   （連合北海道函館地区連合会） 

館山委員   （公募） 

玉利委員   （道南地区私立幼稚園連合会） 

成田委員   （公募） 

西村委員   （函館商工会議所） 

野口委員   （函館市小学校長会） 

畑委員    （函館市町会連合会） 

浜委員    （北海道函館児童相談所） 

本田委員   （函館大学） 

山口委員   （函館市中学校長会） 

吉増委員   （函館市学童保育連絡協議会）  

欠席：数又委員   （函館市民生児童委員連合会） 

川村幾代委員 （函館短期大学） 

山﨑委員   （函館市ＰＴＡ連合会） 

       

※（  ）内は所属団体等 

 

 (2) 函館市子ども会議サポーター１人 

   北海道教育大学函館校 地域教育専攻学校臨床・子育て支援研究室 ４年 上野 永遠 氏 

 

 (3) 事務局８人 

      宿村子ども未来部長，東出子ども未来部次長，蒲生子ども企画課長 

平野子どもサービス課長，大坂子育て支援課長，田中子ども見守り・相談課長， 

三上子ども健やか育成課長，高橋母子保健課長 

  

(4) 傍聴者 ０人 
 
 

２ 配布資料 

  資料１   函館市こども計画素案（たたき台） 

資料２   令和６年度第３回函館市子ども・子育て会議での意見等に対する市の考え方 

資料３   函館市こども計画素案（たたき台）の主な修正箇所 

資料４   函館市子ども会議～大学生サポーターとして参加してみて～ 

 

 

３ 会議録 

 
発言者 

 
発 言 要 旨 
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１ 開会 

 

【事務局】 

 

 

 

 

（開会宣言） 

 

 

２ 報告 

 

  

(1) 函館市子ども会議活動報告（若者の意見表明と社会参加） 

 （発表 北海道教育大学函館校 地域教育専攻学校臨床・子育て支援研究室） 

 

 

【池田会長】  それでは，次第に従いまして，進めていきたいと思います。 

 まずは，２の報告です。「函館市子ども会議活動報告（若者

の意見表明と社会参加）」について，事務局から説明をお願い

します。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  函館市では，子どもの社会参加を目的とした「函館市子ども

会議」を平成２９年度から開催しており，令和５年度と６年度

は，北海道教育大学函館校の大学生の方々に会議のサポーター

役を務めていただきながら開催をしております。 

 本日は，令和５年度と６年度の会議でサポーターを務めてい

ただいた北海道教育大学函館校 地域教育専攻 学校臨床・子

育て支援研究室４年の上野 永遠さんに若者の立場から活動報告

を行っていただきたいと思います。 

 資料につきましては，前方のモニターに映しますが，本日，

机上に配布している資料４も同じものとなっております。 

 それでは，上野さん，よろしくお願いいたします。 

 

 

【上野氏】  まず子ども会議について，簡単な概要になります。 

「函館市子ども条例」に基づき，子どもたち自身が，子ども

に関係する施策やまちづくりに関すること等について話し合

い，意見発表することで社会参加することを目的として，毎

年，市で開催しています。 

また，国で定める「こども基本法」においても，こども施策

に対するこども等の意見の反映について義務付けられており，

意見反映の2つの意義として，１つ目に「こどもや若者の状況や

ニーズをより的確に踏まえることができ，施策がより実効性の

あるものになる」，２つ目に「こどもや若者にとって，自らの

意見が十分に聴かれ，自らによって社会に何らかの影響を与え

る，変化をもたらす経験は，自己肯定感や自己有用感，社会の

一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては，民主

主義の担い手の育成に資する」があります。 

実際に子ども会議では，私たちの大学の，本田真大准教授が

司会進行を務め，学生はサポーターとして，直近は，昨年の令

和５年度から参加しており，たくさんの子どもたちと交流し，

市への意見表明をサポートしてきましたので，簡単ではござい

ますが，感想や意見等をご紹介させていただきます。 

まず，昨年１１月に開催されました，令和５年度子ども会議
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ですが，市立函館高等学校１年生１６名が参加し，「高校生が

居場所に求めるもの」をテーマとして，ホテル法華クラブ函館

で実施されました。参加した大学生にとっても，高校生と関わ

る機会はなかなか少なく，初めはそれぞれ緊張感が強くありま

したが，話しているうちに参加している高校生どうし，さらに

は大学生とも年齢が近い故に意見に共感し合える場面が出てき

たことで，温かい雰囲気の中で意見交換できました。 

実施内容ですが，参加者の高校生が普段から利用する居場所

の良い点，悪い点についてグループワークを行いました。主な

意見としましては，「施設の選択肢が増える」「治安の良さ」 

「雰囲気の良さ」「学生が遊べる場所」「勉強する人と話す人

で居場所を分けてほしい」「無料Wi-Fi（ネット環境）」「でき

るだけお金がかからない」「アクセスのしやすさ」などがあり

ました。 

続いて，今年９月に開催されました，令和６年度子ども会議

ですが，鍛治児童館の利用者で小学３年生～中学２年生合わせ

て１３人が参加し，「鍛治児童館でやってみたいことは」を

テーマに，鍛治児童館で実施されました。小中学生と交流して

みて，令和５年度の高校生とは会場やメンバーが子どもたちに

とって馴染みのある環境だったこともあり，積極的かつ子ども

ならではの私たちでは思いつかない視点で意見がたくさん出て

きて興味深いなと感じました。 

おおまかな流れとして，まず大学生と参加者の子で自己紹介

をしながら，子どもたちに鍛治児童館の中を案内してもらいま

した。子どもたちがいつも過ごしている場所や使っている物な

どを「ここはね」「これはね」と普段の様子を思い浮かべなが

らたくさん紹介してくれました。 

続いて，案内してもらった鍛治児童館の好きな場所で，子ど

もたちが行う好きな活動をグループで話し合い，付箋やカラー

ペンを使いまとめていきました。視覚的にまとめたことで子ど

もたちに人気な活動がぱっとわかりやすくなり，活発に意見交

流ができました。 

最後に，グループごとにまとめた意見を，児童館職員を含む

参加者全体で共有し，函館市へ意見表明を行いました。高校生

の意見よりも直接的で率直な意見も多く，周囲も「なるほど

ね」となる意見が多く表明されている様子でした。 

会議で出た主な意見は，次のとおりです。「体育館で遊ぶこ

とが多いからクーラーとカーテンがほしい」「外で遊ぶとき，

時間が分からないから時計がほしい」「日・祝日も少しでも児

童館に来られるようにしたい」「中学生以上もイベントや大会

に参加できるようにしたい」「スマホを使って動画を見たり，

勉強に使いたい」「おなかが空いたときにお菓子を食べたい」 

「いろいろなスポーツ，遊びの大会を増やしてほしい」などた

くさんの意見が出ました。 

今後について，会議で出た意見は児童館に掲示され，児童館

や担当課で検討し，結果をフィードバックしていきます。 

昨年から今年度の子ども会議に大学サポーターとして参加し
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た感想を述べさせていただきます。学校現場では近年，新しい

考え方も増えてきて，子どもたちどうしでの意見交流や発表す

る場面が増えてきていると思っています。しかし，学習の中で

の意見交流となると，答えを求めた意見交流がどうしても多く

なってしまいます。一方で，子ども会議は，答えが一つではな

く，参加者の意見からどんどん広がっていく交流の様子がたく

さん見られ，子どもたちにとっても，サポーターの私たちに

とっても貴重な時間であったなと感じます。意見交流の中で出

てきた意見に同調したりされたりする場面や，一人では思いつ

かない方法などをみんなで検討していく場面がたくさん見られ

ました。さらに，思っていること考えていることを，普段は子

どもたちはなかなか伝えられない大人に表明する機会があると

いうことで，子どもたちの自己肯定感はこういう場面で育まれ

ていくんだなと，そばで見ていてとても感じました。子どもた

ちのそのような姿を見ることができたことは，サポーターとし

て参加した私たち大学生にとっても貴重な経験となりました。 

 私自身，春から小学校教員として子どもたちと関わっていき

ますので，２回の子ども会議に参加して，子どもたちはたくさ

んの願いをもとに，しっかりと意見を持っていることを改めて

実感しましたので，この経験を活かしていきたいと考えており

ます。 

 

【池田会長】  ありがとうございました。ただいまの発表について，質問は

ありますか。 

 

 

【成田委員】  高校生のところで，遊べる場所と出てきていますが，今の高

校生はどういう遊びを求めているんだろうなと率直に疑問で

す。 

 

 

【上野氏】  ＳＮＳなどで流行している服や物を買いに行けるショッピン

グセンターなどが気軽に行ける距離にないと高校生は言ってい

まして，行く場所が固定されてしまって，Ｇスクエアで集まっ

て話したりで限られてしまうということを高校生の皆さんは

言っていたので，流行に乗った場所や娯楽施設が近くにあると

良いなという声があった印象があります。 

 

 

【池田会長】  体育館で遊ぶことが多いからクーラーとカーテンが欲しいと

いうことだけども，カーテンはついていないの。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  鍛治児童館の体育館にはカーテンがついていないので，その

ような意見が出たものと思われます。 

 

 

【池田会長】  カーテンくらいはつけてもらいたいよね。 

 

 

【石坂委員】 児童館の体育館はどれくらいの広さなんですか。 

 

 

【事務局（宿村部長）】 遊戯室と呼んでいるところなんですけれども，比較的新しい 
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施設であれば，大体，高さも含めて，バドミントンのコートが

１面とれるくらいの広さになっています。古い建物ですと，天

井が低いところもあったり，広めのところもあったりします。 

 

【石坂委員】 エアコンが無理であれば扇風機を入れるなどは無理ですか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】 来年度は送風機を入れることを予算要求していく予定です。 

 

 

【事務局（宿村部長）】 補足で，児童館に関しては，コロナ禍も踏まえまして，クー

ラー設備の充実は全館で取り組んでおりまして，ただ，遊戯室

は広いのでなかなかつけるには至っていないです。それ以外の

施設では，最近の酷暑にも対応できるように，子どもたちが涼

めるような施設になっています。遊戯室については，ご指摘の

ことも踏まえて，鍛治児童館では，子どもたちから出た意見や

要望に対してはしっかりと返すようなかたちで今対応をしてい

ます。 

 

 

【吉増委員】 児童館の話が出たので，児童館のことをお聞きしたいのです

が，新しいところは自動ドアになっているところもありますよ

ね。そうすると不特定多数の人が入ってきたときに，例えば防

犯カメラで誰が入ってきたかわかるとか，職員室に不審者が

入ってきたときのために，さすまたがあるとか，というような

設備がないとお聞きしたので，函館市としてそのような設備を

考えているのかお聞きしたいなと思いました。 

 

 

【事務局（三上課長）】 現状では，おっしゃるとおり防犯カメラなどは設置されてい

ない状況となっています。入ってきた際にはチャイムが鳴るよ

うな装置はつけておりまして，誰かが来たときにはわかるよう

な仕組みになっています。ただ，児童館は自由来館が基本に

なっていまして，子どもは好きな時間に来るような施設である

ものですから，例えば，ずっと施錠をしておくというような対

応は難しいのかなと考えております。防犯カメラの設置は，誰

が入ってきたのかわかるという意味で有効かなと考えておりま

すけれども，金銭的な問題もありますので，今後，調査研究し

ていきたいと考えております。 

 

 

【髙橋委員】 我々もこの点に関して，いろいろ議論してきていますが，子

どもの居場所づくりや子どもの居場所をどのようなかたちで支

えていくかということは大きな問題だと思っていて，Ｇスクエ

アなどの居場所というようなことを子どもや学生から聞いてき

たと思いますけれども，その居場所というところについて，

もっと子どもたちが望んでいるのかということ，それから，こ

ういうような居場所のあり方が大事なのかなと感じ取った部分

があればお聞きしたいなと思います。 

 

 

【上野氏】 高校生との子ども会議での印象としましては，学校が終わっ

た後に学校の外で過ごす時間を子どもたちは欲しているよう
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な。子どもたちは，学校ではないところで会いたいし遊びたい

けれども，気軽に行けてかつ楽しめる場所が少ないからなかな

か行けないということを結構言っていた印象です。 

 

【髙橋委員】 学校現場にいて子どもたちや学校の先生といろいろな話をす

る中で，僕らが大事にしていることは３つの間です。それは空

間，仲間，時間。この３つが揃うと子どもたちは有意義な活動

ができる。明るく豊かに文化的なことが創造できていくという

ことだと思っています。高校生や児童館での意見の中に，土曜

日・日曜日の話も出ていて，市としても限界があったり，働く

者の立場から言うと休日も確保したいというようなことはある

けれども，今の子どもたちの土日の過ごし方はどうなっている

のかであったり，また，僕らの時代は学校は１４時くらいに終

わって帰宅時刻は１６時半くらいなんですよね。そうすると児

童館で２時間くらい過ごせた。ところが，今は６年生が学校を

出ていくのは１５時半くらいなんですよ。そうすると家に帰っ

てそこから児童館に行って家に帰るとなったら，実質過ごせる

のは３０分くらい。そういうようなところも今と昔は変わって

きているけれども，３つの間で子どもたちが豊かな時間を送る

ということの部分は根っことして持っておかないと「今の子ど

もはこうだよね」「ゲームばかりやって」という感じになるん

だけれども，それをちゃんと保障してあげることも大事なのか

なという部分で話をさせていただきました。 

 

 

【池田会長】  ほかに質問は，ございませんか。 

 ないようなので，報告についてはこれで終わります。上野さ

んありがとうございました。 

 

 

３ 議事  

 

 

(1) 函館市こども計画素案（たたき台）の協議について 

 

 

【池田会長】  それでは，議事に入っていきたいと思います。議事の「(1) 

函館市こども計画素案（たたき台）の協議について」事務局か

ら説明いただきまして，皆さまからご意見を伺いたいと思いま

す。それでは事務局から説明をお願いします。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】 （資料１～３に基づき説明） 

 

  

【池田会長】  ただいまの事務局からの説明について，質問や意見はありま

すか。 

 

 

【浜委員】  過去５年間の実績に基づいて数字が書かれているところがた

くさんあると思いますけれども，５年の考え方がわからなく

て，令和２年度から令和５年度の過去４年間の分しかない表が

載っているものがたくさんあるんですね。ですので，過去５年

間の利用実績という考え方がわからないのでお聞きしたいとい
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うところと，新しい事業ということで保育士等の奨励金制度の

お話もありましたけれども，実際，どの程度金銭的に補助され

るのか教えていただければと思いました。 

 また，他の委員の方にも共有しておいた方がよろしいのかな

と思い，発言させていただきたいのですが，１回目の会議が終

わって，市の課長さんが２名，児童相談所に来られまして，意

見交換をさせていただきました。その中でショートステイのこ

となどをお話させていただきました。この会議での発言と被っ

てしまうところもありますけれども，ショートステイ先とし

て，他の中核市では，市が施設にショートステイ枠として確保

しているところがいくつかあるんですね。そういったところに

ついて市の方でもきちんと調べていただいていて，八王子市と

奈良市は専用枠をもっているというお話もしたんですよね。現

在，函館市は空床型でのショートステイということで，くるみ

学園だったりというところにショートステイをお願いしている

ということですけれども，函館市として，専用枠を設けるかと

いうことについて検討したいとおっしゃっていたのと，障がい

をもっているお子さんのショートステイについて触れられてい

ないというところがあって，そこについてお聞きしたんです

ね。そうしましたら，障がい福祉サービスのことも計画に盛り

込みたいとおっしゃっていたので，そのあたりのこともこれに

載ってくるのかわかりませんけれども，そこの部分についても

お聞きしました。 

 あとはトワイライトステイですね。いくつかありますけれど

も，ショートステイだったりトワイライトステイだったり数が

限られておりますので，各施設ごとに数字を出していただいた

方がわかりやすいと思いますのでご検討してくださいというこ

とをお願いしました。 

 あとファミリー・サポート・センターについてですね。会員

の年齢構成だったり年代別の利用受け入れ状況を明確にしてい

ただきたいということを市の課長さんにお伝えしております。

たぶん，ほかの委員の方はそのあたりご存じないかなと思いま

すので，この場を借りて発言させていただきました。 

 

【事務局（蒲生課長）】  過去５年の実績に基づいてというところですが，基本的には

現計画期間（令和２年度～令和６年度）の実績に基づいて推計

しているところでございます。 

 

 

【浜委員】  表が過去５年間とありますので，令和元年度からであればわ

かるのですが。令和６年度はまだ終わっていないから空欄に

なっているんですよね。ですので過去５年間というのがどうい

うふうに見れば良いのかわからなくてですね。令和元年度から

令和５年度の５か年で出しているのか，令和６年度を入れるの

であれば違うのかなと思いまして素朴な疑問です。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  令和６年度の実績はまだ出ていないですけれども，直近の状

況を踏まえて記載しているもの，令和６年度の実績も空欄に
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なっているものもございます。空欄になっているものについて

は，次回の会議でお示ししたいと思います。 

 保育士等奨励金の金額ですけれども，新規就労時に２０万

円，それから３年・６年・９年の３年ごとに１０万円支給する

ものとなっております。 

 それからショートステイについての質問ですが，この会議の

中でのご意見ではなかったものですから個別に浜委員にご相談

させていただいた件でございました。ショートステイについて

は，空床型ということで，空きがある場合に児童養護施設に預

けることができる状況になっておりまして，空きがない場合は

ショートステイとして預けることができない状況もございま

す。他都市の状況も調査しておりまして，児童養護施設に

ショートステイの専用枠を設けている市もございました。今

後，児童養護施設だけではない新たな地域資源の開拓なども含

めて，今後検討させていただきたいと考えております。 

 それから，障がい福祉サービスについて，児童養護施設で受

け入れることができる場合には，障がいをもっている方も

ショートステイで預けることができます。受け入れができない

場合には，障がい福祉サービスで対応することになっておりま

す。それについては169ページの個別事業「⑫短期入所事業」

で，障がいのある方が利用するサービスということで記載して

います。こちらは障がい福祉サービスということになりますの

で，短期入所事業で利用したことでショートステイを利用した

ことにはならないものですから，こども計画でのショートステ

イの量の見込みと確保方策に入れるのは馴染まないのかなと。

短期入所事業につきましては，障がい保健福祉課で作成してい

る障がい福祉計画で記載しておりますのでそちらでの対応にな

ると考えているところでございます。 

それから，トワイライトステイについて各施設ごとの量の見

込みと確保方策を記載すべきではないかというお話もいただき

検討したところですが，市としての量の見込みと確保方策をお

示ししておりまして，各施設ごとの量の見込みと確保方策をお

示ししているわけではございません。例えば，教育・保育です

と市全体として量の見込みと確保方策がいくらになるのかとい

うことをお示ししておりまして，各認定こども園の量がいく

つ，確保がいくつというかたちでの提示はしておりませんの

で，トワイライトステイだけ施設ごとに量の見込み・確保方策

を提示するのは，ほかの事業と合わないのかなと考えておりま

した。 

 ファミリー・サポート・センターにつきましては，提供会員

の年齢ごとに人数を表記するのは，なかなか馴染まないと考え

ておりました。ただ，会員の高年齢化というのは課題であると

考えておりますので，ご意見を踏まえまして計画の課題の部分

で入れることを次回までに検討します。 

 

【浜委員】  短期入所事業は障がいの方なのでとおっしゃられましたが，

障がいをもっているお子さんを含めたかたちでのこども計画で
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はないのかなと思うのですが，障がい福祉計画と重複してしま

うからということなのかわからないんですけれども，実際に短

期入所を必要としているお子さんは障がいをもっている，もっ

ていないに関わらず同じだと思うんですね。障がいをもってい

るお子さんに対しての短期入所はこういうものがありますとい

うことがあっても良いのかなと私は思いました。 

 

【事務局（蒲生課長）】  貴重なご意見として受け止めさせていただきたいと思いま

す。 

 

 

【池田会長】  ほかにご意見ありますか。 

 

 

【石坂委員】  障がいをもった子どもの件について追加発言ですけれども，

市内の医療体制について市長との面談で子ども未来部にはお願

いした部分がありますけれども，もう一つ，国で５歳児健診を

進めましょうということで，来年あたりに補助金がつくのでは

ないかという話も出てきていますけれども，今，市内で行われ

ている健診だと１歳６か月児健診の次が３歳児健診で，そこで

終わってしまっているんですよね。発達障がい系を見つけるの

にあたって，３歳だと早いというのがあって，５歳というのが

非常に重要な年齢になってくると思うんです。学校に上がる上

がらないという時点でバタバタしますと，そういう可能性があ

るお子さんたちが一時期に多くの医療機関を受診するかたちに

なりますので，５歳になった時点でそのあたりを振り分けて

いって，適正な受診抑制ということを進めていただければと思

います。七飯町は５歳児健診を始めたと思うんですよ。ですの

で５歳児健診を検討していただければ助かるなと考えておりま

す。 

 

 

【事務局（高橋課長）】  ご意見ありがとうございます。５歳児健診について国からも

通知は来ておりまして，色々な方面の方からもお問い合わせは

いただいているところですが，現状の支援としては，３歳児健

診で終了して，そのあと保育園・幼稚園に通っているお子さん

がほとんどだと思いますが，園との連携の中で，気になるお子

さんがいたときに地区担当の保健師に連絡をいただいて，その

中でフォローしていったり，保護者の方との連携を図りなが

ら，必要な療育などにつなげるというような支援をしていると

ころです。 

５歳児健診については，発達面を診ることが主な目的となっ

ているのですが，この発達面を診る小児科医師がなかなかいな

いというのが一番ネックになっております。心理士等ももちろ

んなんですが，発達面を専門に診ることができる医師の確保

や，その後，お子さんを受け入れる療育，フォローする体制と

いうところの課題があるというところで，地域として前向きに

検討していかなければならないのですが，今すぐ取り組むこと

ができない状況にあります。 
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【石坂委員】  たまたまなんですけれども非常に優秀なドクターが函館市内

に勤めております。ですからこういった診療・診断について

は，基本的には行政中心にやっていただいて引っ張っていただ

かないと，今の先生がいついなくなるかわからないんですよ。

民間でやりますとほぼ全ての施設で赤字に繋がる診療になって

おります。そういった部分をご理解いただいて行政を中心に

引っ張っていただけると助かると思います。 

 

 

【池田会長】  ほかに質問はありますか。 

 

 

【木村委員】  何点か質問したいと思います。 

 資料の黄色が新しい事業ということですけれども，P149「(2)

施設における子育て支援」で，「保育所等における一時預かり

事業」，「幼稚園等における在園児の一時預かり事業」とあり

ます。保育所等・幼稚園等の「等」は何を指すのかお伺いした

いと思います。 

 それと，「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」

が令和８年度から本格実施ということで今は試行的事業として

受け入れ体制が少ないけれども，令和８年度から増えるという

ことでしたけれども，それは何をもって増えると思っているの

かもお伺いしたいと思います。 

 また，153ページの「函館市公式LINEによる子育て情報の配

信」で「周辺保育園の検索」とありますけれども，保育園と位

置付けるのはなぜなのか。ここは「保育園等」ではなく，なぜ

「保育園」で止まっているのかという疑問点と，155ページの

「総合的な子どもの居場所づくりの検討」とあるのは，いつま

でに検討するのか，５年間の中で検討していくということなの

か，施策の中で５年間の中で検討していきましょうということ

なのか，そうであれば，先ほどの障がい児の件でも，５歳児健

診の件でも「検討」というものは入っても良いのではないかな

と。お伺いしたいと思います。 

 

 

【事務局（平野課長）】  149ページの保育所等・幼稚園等の部分ですが，一般型の保育

所等の方には認定こども園も含まれておりまして，幼稚園型の

幼稚園等の方が認定こども園，幼稚園などの純粋な幼稚園部分

になっているのですが，「幼稚園」の後ろに「等」もあり，表

記がわかりづらくなっておりますことから，内容を整理して表

記したいと思います。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  153ページの「函館市公式LINEによる子育て情報の配信」の部

分については，今確認がとれませんので次回に回答差し上げた

いと思います。 

 

 

【事務局（平野課長）】  公式LINEのところですが，単純に「等」が抜けているもので

す。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  各事業で言葉が統一されていないところがございますので，  
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確認いたしまして次回の会議までにお示ししたいと考えており

ます。 

 155ページの「総合的な子どもの居場所づくりの検討」につき

ましては計画期間内に検討するということですけれども来年度

から速やかに検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

【木村委員】  154ページの「児童館の機能移転の検討」というのも５年間の

中で検討するということなんでしょうか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  こちらも来年度から速やかに検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 

 

【事務局（平野課長）】  こども誰でも通園制度の見込みにつきましては，令和６年度

に説明会・意向調査を各施設に送っておりまして，令和７年度

について手を挙げていただけるところの見込みがある程度立っ

ているものですから，増加の見込みということで計画を立てて

いるものです。 

 

 

【髙野委員】  要望なんですけれども，P147ページに「育児休業取得率」と

ありますが，増加を目指していくということでよろしかったで

しょうか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  増加ということで目標を設定しております。 

 

 

【髙野委員】  ファミリー・サポート・センターの方に，２人目のお子さん

が生まれるときに困ってしまう家庭が多くて，以前は里帰り出

産とかもしていたんですけれども，おじいちゃんおばあちゃん

も現役で働いていたり，上の子が幼稚園などに行っているの

で，休ませたくないから里帰り出産しないで函館で出産したい

というお母さんもいらっしゃいます。そうすると，お父さんは

保育園にお子さんを送ってから仕事に行かなければならないの

で，ファミリー・サポート・センターで15分～20分と短い時間

預かることがあって，ファミリー・サポート・センターでもで

きることは対応しようとは思っていますけれども，そのくらい

だけでも遅出にしてもらえないかと思うことはあります。上の

お子さんは，下の子が生まれるとすごく寂しい気持ちになるん

ですね。できれば親御さんがしっかりサポートしてあげるのが

一番良いのかなと思うことがあって，２人目が生まれるからそ

のために入会しますという電話も先日あったばかりなので，育

児休業を取るまではいかなくてもちょっと遅めにしてもらうと

かできれば助かる人がたくさんいるのではないかと思ったの

で，市で働きかけてもらうのは難しいかもしれませんけれども

企業でも努力してほしいなと切実に思っております。 

また，２人目が生まれるけれども，主人が出張のある仕事な

ので１人になったらどうしようという相談がありました。事前

に入院の日などがわかっていれば対応することはできますけれ

ども，ファミリー・サポート・センターで24時間対応するのは
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難しいので，生まれてからの支援も大切だとは思いますけれど

も，２人目を生むときに困っている方もいるので，その辺もわ

かっていただきたいなと思ってお話させていただきました。 

 

【事務局（蒲生課長）】  ご意見ありがとうございます。市といたしましても企業に対

して育児休業等の規定の設置や育児休業の取得促進について周

知を図っていきたいと考えております。 

 

 

【玉利副会長】  147ページの施策目標一覧ですが，これまでの会議でも，評価

を客観的にしていかなければ，どの事業もなかなか正確にはう

まくいっている・いっていないの判断ができないというお話を

してきたので，いくつか目標についてお聞きしたいと思いま

す。 

 一番上の「全体」というところ（市への意見表明の意欲）

で，直近の現状で18.6％が「そう思う」「ややそう思う」と低

い状態で，目標が70％となっています。70％というのは国に対

して「そう思う」「ややそう思う」ということですか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  国や自治体に伝えたいという意欲ということで70％近くに

なっています。 

 

 

【玉利副会長】  なぜ函館市は18.6％というところの分析はできているのです

か。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  国の結果と比較するとかなり低いと認識しております。た

だ，国の方は国のウェブサイト上でアンケートのURLを掲載して

回答してもらうという方式で，その周知も，国で登録されてい

るユース政策モニターや公式Twitterで発信されたということ

で，意欲のある方の回答が多かったのかなと。市のニーズ調査

は無作為に抽出して配布しておりますので，市の現状としては

18.6％に近いのかなと認識しております。 

 

 

【玉利副会長】  それを70％にするのはすごく非現実的なのかなと思います。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  考えておりますのは，子どもに関わる事業の実施前・実施後

に直接子どもに意見を聴くこととしまして，子どもも意見を聴

かれる意味を理解してもらうのが必要であると考えておりまし

て，子ども未来部だけではなく，他部局にもこういった考え方

の周知を図っていくことで目標が達成されるよう努めてまいり

たいと考えております。 

 

 

【玉利副会長】  次に「すくすく函館っ子（母子手帳アプリ）の登録率」の目

標が70％とありますけれども，この根拠は何ですか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  昨年７月からアプリを開始しており，順調に登録者数が増え

ております。妊娠届出時や乳幼児健診の際にチラシを配布した

り公共施設などにもチラシを配布したりポスターを掲示したり
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していますので，徐々に増えていくものと考えております。 

 

【玉利副会長】  それで70％の根拠は何ですか。例えば30％がスマホを持って

いないとかがあれば70％止まりで仕方ないのかなと思いますけ

れども，後からでも良いので回答いただきたいです。 

 また，「「男は仕事，女は家庭」という考え方」に対して，

「反対」「どちらかといえば反対」を増加させることによって

計画が評価されるというのは，なんとなく違和感があります。

例えば，函館市の女性が意欲的に働いていますかという設問で

あれば納得するんですけれども，「「男は仕事，女は家庭」と

いう考え方」に対して，反対を増やしていこうというのは正し

い考え方なんですかね。正しくそれが男女共同参画が行われて

いるという指標になるとは，あまりピンと来ないですね。考え

方というのは多種多様で良いので，47.0％というのが低くもな

く，高くもなく，こういうものなんだろうなというふうに受け

止めていく数字なのかなと思います。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  現計画にもある指標でしてそのまま使わせてもらってました

が，ご意見を踏まえて次回までに検討したいと思います。 

 

 

【玉利副会長】  「ボランティア活動への参加率」ですが，ボランティア活動

が増えると，子どもたちが社会貢献をしてるんだということで

しょうけども，子どもたちも忙しいので必ずしもこれを増加さ

せることがどうなのかなと思います。ボランティア活動へ参加

しやすい仕掛けを市でするということですか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  各学校の道徳教育の一環として，家庭や地域と連携して自然

体験活動やボランティア活動などの体験活動の充実を図ること

としておりまして，例えば中学校ではコミュニティ・スクール

と連携したボランティア活動や「はこだて花かいどう」のボラ

ンティアをされていることから，そのような活動によって参加

率が増えるものと考えております。 

 

 

【玉利副会長】  参加率を増やすのか，ボランティア活動に参加したよという

意識を上げていくのかどちらですか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  参加率です。 

 

 

【玉利副会長】  ボランティア活動を増やしていくということですね。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  客観的な指標となるような，ボランティア活動に参加したこ

とがあるかどうかという指標にしたいと考えております。 

 

 

【玉利副会長】  ありがとうございます。目標で「増加」としているものが続

いているんですけれども，もう少し具体的な数字があると良い

のかなというものがありますので，再検討してください。 
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【池田会長】  ほかに質問や意見は，ございませんか。 

 ないようなので，「４ その他」に入りたいと思います。 

 

 

４ その他 

 

   

【池田会長】  事務局の方から何かありますか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  次回の会議についてでございますが，委員の皆様には，あら

かじめお伝えしておりますとおり，１２月２３日（月）に開催

する予定です。 

 なお，開催場所につきましては，サン・リフレ函館を予定し

ております。開催が近くなりましたら，書面にて出欠の確認を

させていただきますのでよろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 

 

 

５ 閉会   

【池田会長】  次回第５回は１２月２３日（月）にサン・リフレで開催予定

とのことですので，よろしくお願いいたします。 

それでは，以上をもちまして，「令和６年度 第４回 函館

市子ども・子育て会議」を終了いたします。 

 

 

 

 

 


